
第１０３条の２第２項　【広域専用電波の料額（1MHz［全国］当たり）】
改定後の料額 現行料額 代表的な無線局

９５，１４８，９００円 ８０，７８６，６００円 携帯電話

１，７７４，９００円 １，４７９，１００円 衛星携帯電話

第１０３条の２第５項　【包括免許局の料額】
改定後の料額 現行料額 代表的な無線局

４３０円 ３６０円 ＶＳＡＴ地球局

２００円 ２５０円 携帯電話端末

別表第６に定める金額 別表第６に定める金額 携帯電話基地局（フェムトセル）

第１０３条の２第５項、別表第８　【包括登録局の料額】
改定後の料額 現行料額 代表的な無線局

４５０円 ３８０円 無線ＬＡＮ

設置場所が第１地域の区域内にあるもの ２，３２０円 ２，７５０円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの １，３８０円 ２，１８０円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの ４４０円 １，７２０円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ２６０円 １，６５０円

１，３８０円 ２，１８０円 無線ＬＡＮ（基地局）

別表第６　【個別免許局ごとの料額】
改定後の料額 現行料額 代表的な無線局

５００円 ４００円 船舶局、航空機局

５００円 ４００円 簡易無線

空中線電力が0.05W以下のもの ７００円 ６００円 ラジオマイク

空中線電力が0.05Wを超え0.5W以下のもの ８，９００円 - 航空機内携帯電話システム

空中線電力が0.5Wを超えるもの ９６６，８００円 ８０５，７００円 FPU

空中線電力が0.05W以下のもの １，５００円 １，３００円 ラジオマイク

空中線電力が0.05Wを超え0.5W以下のもの ８，９００円 - 航空機内携帯電話システム

空中線電力が0.5Wを超えるもの ２，８０３，２００円 ２，３３６，０００円 FPU

空中線電力が0.05W以下のもの ３，２００円 ２，７００円 ラジオマイク

空中線電力が0.05Wを超え0.5W以下のもの ８，９００円 - 航空機内携帯電話システム

空中線電力が0.5Wを超えるもの ３，７２９，１００円 ３，１０７，６００円 FPU

５００円 ４００円 船舶レーダー

７８，０００円 ６５，０００円 航空レーダー

５００円 ４００円 レーダー

設置場所が第１地域の区域内にあるもの ３７，８００円 ３１，５００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの ２０，６００円 １７，２００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの ６，９００円 ５，８００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ３，５００円 ３，９００円
空中線電力が0.01W以下のもの ７，３００円 ６，１００円
空中線電力が0.01Wを超えるもの ８，９００円 ９，４００円

７，３００円 ６，１００円

８，９００円 ９，４００円

３，５００円 ３，９００円 無線ＬＡＮ（基地局）

２，９１１，３００円 ２，７８９，３００円

１３０，１６７，７００円 １２４，３５２，６００円

１３２，２００円 １１０，２００円

３２，２７８，８００円 ２６，８９９，０００円

９７，４２５，９００円 ８１，１８８，３００円

２１８，８３９，８００円 １８２，３６６，５００円

１３２，２００円 １１０，２００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの １，７８７，８００円 １，４８９，９００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの ８９５，０００円 ７４５，９００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの １８０，８００円 １５０，７００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ６１，８００円 ５１，５００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの １２，２１９，７００円 １０，１８３，１００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの ６，１１１，０００円 ５，０９２，５００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの １，２２４，０００円 １，０２０，０００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ４０９，５００円 ３４１，３００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの １６６，８１６，２００円 １３９，０１３，５００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの ８３，４０９，２００円 ６９，５０７，７００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの １６，６８３，７００円 １３，９０３，１００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ５，５６２，７００円 ４，６３５，６００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの ３３５，７４４，６００円 ２７９，７８７，２００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの １６７，８７３，４００円 １３９，８９４，５００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの ３３，５７６，６００円 ２７，９８０，５００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの １１，１９３，７００円 ９，３２８，１００円

６１，８００円 ５１，５００円

１，５００円 ２，２００円 船舶地球局、航空機地球局

空中線電力が0.02W未満のもの ９００円 ６，１００円
空中線電力が0.02W以上2kW未満のもの １６０，３００円 ２０２，３００円
空中線電力が2kW以上10kW未満のもの（設置
場所が特定地域以外の区域内にあるもの） １６０，３００円 ２０２，３００円
空中線電力が2kW以上10kW未満のもの（その
他のもの） ６９，９３６，３００円 ７２，９４１，４００円
空中線電力が10kW以上のもの ３４９，６８０、８００円 ３６４，６８５，６００円
空中線電力が200W以下のもの ４９，２００円 ４１，０００円
空中線電力が200Wを超え50kW以下のもの １７０，７００円 １４２，３００円
空中線電力が50kWを超えるもの ２，９６３，５００円 ２，４６９，６００円
空中線電力が20W以下のもの ４９，２００円 ４１，０００円
空中線電力が20Wを超え5kW以下のもの １７０，７００円 １４２，３００円
空中線電力が5kWを超えるもの ２，９６３，５００円 ２，４６９，６００円

９００円 ６，１００円 難視聴対策用

２００円 ６００円 受信障害対策中継放送局、多重放送局

３００円 ３００円 実験等無線局、アマチュア無線局

３１，８００円 ２６，５００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの ２，６０９，５００円 ２，１７４，６００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの １，３０９，６００円 １，０９１，４００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの ２６９，６００円 ２２４，７００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ９６，３００円 ８０，３００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの ２４６，６００円 ２０５，５００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの １２８，１００円 １０６，８００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの ３３，３００円 ２７，８００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの １７，５００円 １４，６００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの ７２０，３００円 ６００，３００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの ３６５，０００円 ３０４，２００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの ８０，７００円 ６７，３００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ３３，３００円 ２７，８００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの １０，６７０，１００円 ８，８９１，８００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの ５，３３９，８００円 ４，４４９，９００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの １，０７５，６００円 ８９６，４００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ３６５，０００円 ３０４，２００円

３１，８００円 ２６，５００円 文字多重放送業務用固定局

３１，８００円 ２６，５００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの ２，６０９，５００円 ２，１７４，６００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの １，３０９，６００円 １，０９１，４００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの ２６９，６００円 ２２４，７００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ９６，３００円 ８０，３００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの ８４，７６６，０００円 ７０，６３８，４００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの ４２，３８７，８００円 ３５，３２３，２００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの ８，５０２，６００円 ７，０８５，５００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ２，８６９，５００円 ２，３９１，３００円
設置場所が第１地域の区域内にあるもの ２０９，５６０，９００円 １７４，６３４，１００円
設置場所が第２地域の区域内にあるもの １０４，７８５，３００円 ８７，３２１，１００円
設置場所が第３地域の区域内にあるもの ２０，９８２，１００円 １７，４８５，１００円
設置場所が第４地域の区域内にあるもの ７，０２９，３００円 ５，８５７，８００円

１７，５００円 １４，６００円 マイクロ固定局

１の項 ２００円 ３００円 携帯電話端末

２の項 ２００円 ３，０００円 携帯電話基地局

４の項 ２００円 １，９００円 地球局

５の項 ２００円 １，３００円 衛星携帯電話端末

　     ６の項（注3） ２００円 ５、４００円 マルチメディア放送局

（注1）　放送法等の一部を改正する法律（平成22年法律第65号）の施行後のもの。
（注2）　同上。
（注3）　第１条改正により新設。

使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え200MHz以下のもの

6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの

使用する電波の周波数の幅が200MHzを超え500MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が500MHzを超えるもの

ＥＴＣ基地局

無　線　局　の　区　分

１　移動する無線局
（３の項から５の項まで及び８
の項に掲げる無線局を除く。
２の項において同 じ。）

3000MHz以下の周波数の電波を使用するも
の

航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの

その他のもの 使用する電波の周波数の幅が6MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が6MHzを超え
15MHz以下のもの

２　移動しない無線局であつ
て、移動する無線局又は携
帯して使用するための受信
設備と通信を行うために陸上
に開設するもの
（６の項及び８の項に掲げる
無線局を除く。）
（注1）

使用する電波の周波数の幅が6MHzを超えるものであつて、電波を発射しようとする場
合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周
波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの

使用する電波の周波数の幅が15MHzを超え
30MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が30MHzを超える
もの

3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電
波を使用するもの

使用する電波の周波数の幅が100MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が100MHzを超えるもの

その他のもの

6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの

４　人工衛星局の中継により
無線通信を行う無線局
（５の項及び８の項に掲げる
無線局を除く。）

6000MHz以下の周波数の電波を使用するも
の

使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え50MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が50MHzを超え100MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が100kHz以下のも
の

使用する電波の周波数の幅が100kHzを超える
もの

6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの

６　基幹放送局
（３の項、７の項及び８の項に
掲げる無線局を除く。）
(注2)

その他のもの

使用する電波の周波数の幅が100MHzを超えるもの

備考第９号　広域専用電波を使用するもの

使用する電波の周波数の幅が300MHzを超える
もの

6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの

無　線　局　の　区　分

下記以外の無線局（第１０３条の２第５項）

テレビジョン放送をするもの

使用する電波の周波数の幅が400kHzを超え
3MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるも
の

3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電
波を使用するもの

空中線電力が0.01W以下のもの

空中線電力が0.01Wを超えるもの

6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの

3000MHz以下の周波数の電波を使用するも
の

6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの

３　人工衛星局
（８の項に掲げる無線局を除
く。）

3000MHz以下の周波数の電波を使用するも
の

使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの

3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電
波を使用するもの

広　域　専　用　電　波　の　区　分

下記の無線局以外のものに係る広域専用電波

別表第６の４の項又は５の項に掲げる無線局に係る広域専用電波

無　線　局　の　区　分

第２号包括免許

広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局

第１号包括免許

3000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が6MHzを超えるもの

使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え
30MHz以下のもの

使用する電波の周波数の幅が30MHzを超え
300MHz以下のもの

地上デジタルＴＶ

７　第５条第５項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局及び多重放送をする無線局（３の項及び８の項に掲げる無線局を除く。）

５　自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの（８の項に掲げる無線局を除く。）

中波・短波ラジオ局

ＦＭラジオ局

ＰＨＳ基地局

使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの

放送の業務の用に供するもの（多重放
送の業務の用に供するものを除く。）

6000MHz以下の周波数の電波を使用するも
の

多重放送の業務の用に供するもの

無線ＬＡＮ（基地局）

PHS基地局

人工衛星局

衛星地球局

今回の料額改定に係る電波利用料の料額

3000MHz以下の周波数の電波を使用するも
の

3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電
波を使用するもの

使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの

放送業務用マイクロ固定局

電気通信業務用マイクロ固定局

使用する電波の周波数の幅が400kHz以下のも
の

下記以外の無線局

電気通信業務用固定局

放送の業務の用に供するもの以外の
もの

８　実験等無線局及びアマチュア無線局

９　その他の無線局

移動しない無線局（別表第
８）

上記以外のもの


